
 

 

有機溶剤の掲示内容を更新しましょう！ 

有害物の掲示内容について、一部が変更されました。 

阿南労働基準監督署(R6.9) 

 令和５年４月の安全衛生法令の改正で、屋内作業場等における有機溶剤の取り

扱いに関する掲示物の内容及びその周知方法が変更されました。 

掲示内容の変更点 

①有機溶剤の人体に及ぼす作用 

②取り扱い上の注意事項 

③中毒発生時の応急処置 

 

 改正前 

 ①有機溶剤により生ずるおそれの

ある疾病の種類及びその症状 

②取り扱い上の注意事項 

③中毒発生時の応急処置 

④特定の場所※においては、有効

な呼吸用保護具を使用すべき旨及

び有効な呼吸用保護具の種類 

 

 改正後 

 

有機溶剤（トルエン）の注意事項 

① 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 

・疾病の種類：前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、腎障害、生殖毒性のおそれ 

・その症状：

 

② 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 

（１）有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。 

（２）  

（３）できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。 

（４）できるだけ有機溶剤等を皮膚に触れないようにすること。 

③ 有機溶剤による中毒が発生した時の応急措置 

（１）中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に 

連絡すること。 

（２）  

（３）中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 

（４）中毒の症状がある者の呼吸が止まっている場合や正常でない場合は、速やかに仰向けにして心肺そ 

生を行うこと。 

④ 使用すべき有効な呼吸用保護具の種類 

（１）  

（２）高濃度下、特定の場所※で使用する場合には、送気式マスク又は自給式呼吸器を使用すること。 

【掲示例】 

トルエンの場合 

※特定の場所については裏面参照 



 

 

令和６年４月からの化学物質管理についてはこちらもご覧ください 

（R6.4.1～R7.3.18） 
※Q＆Aを確認後に問い合わせる 

 必要があります。 

周知方法の柔軟化 

※特定の場所とは？ 

 

１ 発散防止抑制措置に係る許可（「13条の３許可」）又は特例制御風速に係る許可（「１８条の３許可」） 

 を受けるために、局所排気装置等を設置せずに有機溶剤の濃度を測定する場所 

 

２ 「13条の３許可」を受けた場所で、濃度測定結果が第一管理区分でなかった作業場及び第一管理区分 

を維持できないおそれがある場所 

 

３ 「１８条の３許可」を受けた場所で、濃度測定結果が第三管理区分に区分された場所 

 

４  

 

５ 送気マスクを使用させなければならない次の作業場（有機則第３２条に掲げる場所） 

  ①有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部 

②  

 

６ 呼吸用保護具を使用させなければならない次の作業場（有機則第３３条に掲げる場所） 

  ①タンク等の内部で、全体換気装置のみを設置して第三種有機溶剤業務をする場所 

  ②タンク等の内部で、臨時業務なため局所排気装置等を一切設置せずに有機溶剤作業する場所 

  ③タンク等の内部以外の屋内作業場等で、全体換気装置を設けて短時間だけ吹付け業務を行う場所

  ④  

  ⑤  

  ⑥屋内作業場等で、プッシュプル型換気装置の気流を乱すおそれのあるものに有機溶剤作業する場所 

  ⑦屋内作業場等で、密閉設備を開放することにより有機溶剤の蒸気にさらされるおそれのある場所 

 これまで、有機溶剤の注意事項については旧有機則 2４条２項により掲示方法や

掲示板の大きさ等を規定していましたが、法改正により撤廃となりました。 

 有機溶剤作業に従事する全ての者にとって見やすい場所に掲示する方法であれ

ば、掲示板による掲示のほか、デジタルサイネージ等（電子看板等）の電子情報処

理組織を使用する等の方法が認められるようになりました。 


